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はじめに 

 

平成 27年 2月に豊岡市新しい地域コミュニティのあり方方針が定まり、

平成 29年 4月から地区公民館はコミュニティセンターに変わります。 

それに向けて、各地区が「モデル地区」として新しい地域コミュニティ

組織の立上げ準備を行います。 

具体的には、3年間で次の 3点を行います。 

 

１．地域コミュニティ組織の設立 

２．はじめの第一歩計画の策定 

３．地域づくり機運の高揚 

 

このガイドブックは、平成 27 年度からモデル地区として地域コミュニ

ティ組織づくりをスタートする地区の「どうやって進めるの？」、「何から

取り組んだらいいの？」という声にお応えする一冊です。 

地区の歴史や習慣など、その特性を踏まえて独自に取り組んでいただく

ことが基本ですが、一つの参考として活用していただければ幸いです。 

不明な点はコミュニティ政策課、または各支所へお気軽にお問合せくだ

さい。 
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１．新しい地域コミュニティ組織の設立 

 

新しい地域コミュニティは地区公民館の範囲で住民自治を推進していこうと

するものです。そのための組織をつくるにあたって、まずはその地区の区長が旗

振り役となることが考えられます。そこで検討会を開催した後、設立準備会を立

ち上げて、新しい地域コミュニティ組織の設立に向けた準備を行います。そして、

正式な「地域コミュニティ組織」が設立されます。 

 

 

 

  

ステップ 1 検討会の開催 ステップ 1 

ステップ 2 設立準備会の立上げ ステップ 2 

ステップ 3 新しい地域コミュニティ組織 

の姿の検討 
ステップ 3 

ステップ 4 地域への説明・広報 ステップ 4 

ステップ 5 新しい地域コミュニティ組織 

の立上げ・運営 
ステップ 5 

設立準備会の立上げに向け

た検討を行います。 

地域コミュニティ組織の立

上げに向けた準備を行う設

立準備会を設置します。 

どんな地域コミュニティ組

織にしたいかを検討しま

す。 

地域コミュニティ組織につ

いて、地域住民に説明して

協力を呼び掛けます。 

地域コミュニティ組織の規

約や予算書等を作成してい

よいよ立上げです。 

Ｈ27年 4月 

Ｈ27年 5月 

Ｈ28年 4月 

Ｈ28年 12月 
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ステップ１ 検討会を開催しよう 

   

設立準備会の設置に向けた検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ◎設立準備会の準備委員選考について 
 

・設立準備会は地区内の様々な団体や住民有志の参加を募りましょう。 

・準備委員の選考方法や委員定数は地区内の各種団体への配慮が必要です。 

   ・女性や若者を委員に入れ、多様性を持たせることが好ましいでしょう。 

    

 

 

 

 

 

  ◎まずはご相談ください 

   ・全体的なスケジュールの確認などを一緒に確認しましょう。豊岡地域はコ 

ミュニティ政策課、その他の各地域は各支所総務係が窓口です。 

 

 

  

《検討会の概要》 

名  称 検討会 

構 成 員 区長・公民館長 等 

委 員 数 数名 

開始時期 モデル地区としての取組みを開始する遅くとも 1か月前 

検討事項 新しい地域コミュニティ組織設立の先行きをする設立準備会の 

準備委員を選考する。 

準備委員の構成団体やメンバーが決まったら、 

委員候補者への了解を取りにいきましょう！ 

■豊岡地域  コミュニティ政策課  21-9020（総合窓口） 

■城崎地域  城崎支所総務係    32-0001 

■竹野地域  竹野支所総務係    47-1111 

■日高地域  日高支所総務係    42-1111 

■出石地域  出石支所総務係    52-3111 

■但東地域  但東支所総務係    54-1000 
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ステップ２ 設立準備会を立ち上げよう 

 

検討会で選考された準備委員により、設立準備会を立ち上げます。 

まずは中心となるメンバー数名で素案を作り、委員全員で確認しましょう。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◎設立準備会に必要な役職や人材 

 ・会長、副会長、事務局が想定されます。 

   ・事務は市から派遣される「コミュニティ支援員（19 ページ参照）」が行いま

す。 

   ・公民館主事も業務に携わります。 

  

 ◎設立準備会の事務所 

   ・地区公民館の事務所を使用します。 

 

  ◎設立準備会の規約 

   ・行政への提出は必要ありませんが、設立準備会を運営するための指針となる

ものなので、できるだけ作成するように心がけると良いでしょう。 

   ・地域コミュニティ組織立上げ支援のための、市からの交付金（20 ページを参

照）を受け取るために、新たに設立準備会名義で金融機関の口座を開設する

場合には、金融機関に対して規約や役員名簿が必要です。 

 

 ◎設立準備会の活動計画 

   ・今後の活動を進めていく際に「何を」、「いつごろ」実行するのかという活動

計画とスケジュールの素案を作ります。 

 

  ◎初会合で確認 

   ・設立準備会の初会合を開催し、設立準備会の活動計画の承認、役員の選出を

行います。 

    ※規約を作成する場合は規約についても承認を得ましょう。  

《設立準備会の概要》 

名  称 設立準備会 

構 成 員 区長・公民館長・団体長 等 

委 員 数 10～20名 

開始時期 モデル地区としての取組みを開始してからすみやかに 

検討事項 ・新しい地域コミュニティ組織を立ち上げるために必要な活動 

     ・新しい地域コミュニティ組織を立ち上げるまでの計画 

     ・新しい地域コミュニティ組織の規約や予算 他 
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ステップ３ 新しい地域コミュニティ組織の姿を検討しよう 

 

  新しい地域コミュニティ組織の設立に向けて、組織の構成（組織の名称を含む）

や役職等を検討します。 
 

  ◎名称の決定 

   ・一般名称は「地域コミュニティ組織」ですが、地域住民にとって親しみやす

い愛称をつけましょう。 

・名称を決めるにあたっては、住民から募集しても良いかもしれません。 

   ・区域を明確にするため、名称のどこかに必ず地区名を入れてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎組織のあり方 

   ・市からの一括交付金や地区のお金を受けて、年間を通じて地域づくりの活動

を運営していく組織です。 

・しっかりとした規約をつくり、住民の意見を反映できる民主的な組織となる

ことが必要です。 

 

◎組織の構成 

・組織を運営する会長、副会長、役員、事務局があり、実働部隊である各種部

会が存在するのが一般的な形と考えます。 

・適正に予算が執行されているかを確認する監査機能も必要となります。 

 
【事例①】 区長会が新しい地域コミュニティの運営に参画する例 

 
  

▶すでに組織が立ち上がった地域の名称例 

 西気地区：西気明日のいしづえの会 

 合橋地区：合橋地域づくりの会 

 資母地区：地域づくりの会・しぼ 

 高橋地区：高橋振興対策協議会 
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【事例②】 区長会が新しい地域コミュニティを構成する１組織となる例 

 
 
 

【事例③】 区長等が新しい地域コミュニティの運営内容を審議・承認する例 

 
 

※他市町の組織構成の事例は資料編（27 ページから）を参照ください。 

 

 

   

  

 

 

地区にはＰＴＡや消防団など様々な組織があります。また、婦人会や青年団

など以前はあったが今はなくなった組織もあります。これらの組織の活動内容

や課題などを洗い出し、新しい地域コミュニティ組織のなかでどのように関与

していくか、「組織の棚卸し」作業を行うことが有効です。 

組織の棚卸し 
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 ◎規約の作成 

   ・規約の原案を作成し、設立準備会で承認を得ましょう。 

 

《規約の例》 

 

  （ア）名称 

  （イ）設立の目的（例：地域課題解決のための自主的・主体的活動） 

  （ウ）事務所の所在地 

  （エ）活動の内容 

  （オ）活動の区域 

  （カ）構成員の資格に関する事項 

  （キ）代表者、役員等の職務、任期及び選出方法に関する事項 

  （ク）議決機関及び執行機関に関する事項 

  （ケ）地域づくり計画に関する事項 

  （コ）財源に関する事項 

  （サ）監査に関する事項 

  （シ）情報公開に関する事項 

  （ス）個人情報の保護に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 24ページ参照） 

  

 
○○地区コミュニティ「△△△△」規約（例） 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、○○地区コミュニティ「△△△△」（以下、「本会」という。）と称し、事務所

を○○○○○○内に置く。 

 

（目的） 

第２条 本会は、○○地区公民館の範囲（以下「地区」という。）における共通の課題解決

を図り、「共に助け合い、みんなでつくる活力ある新しい地域コミュニティ」の構築を目的

とし、自主的、主体的に地域活動を行うものとする。 

 

（組織） 

第３条 本会は、地区内の別表に掲げる地域コミュニティ組織等のほか、地区内に居住す

る個人及び所在する法人その他の団体（以下「構成団体」という。）で組織する。 

 

（事業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地区の課題を解決し、活性化を図るための事業。 

(2) 地区の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。 

(3) 地区内の構成団体相互の連携並びに構成団体と地区内に居住する個人及び所

在する法人その他の団体との連携に関すること。 

(4) その他本会の目的を達成するために必要なこと。 

 

 
● 

● 

● 
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◎役員の選出 

   ・区の役員にこだわらず、若い世代や女性にも積極的に声をかけましょう。 

   ・すべての役員が短期間で一度に交替することにならないよう、配慮しましょ

う。 

 

◎事業計画の作成 

   ・まずは地域づくりの第一歩を踏み出すための簡易な計画（はじめの第一歩計

画）を、みんなで考えましょう。 

・詳しくは本書 10 ページの「２．はじめの第一歩計画の策定」をご覧くださ

い。 

 

◎予算の作成 

《収 入》 

・地域コミュニティ組織の主な財源は市から交付する一括交付金になります。 

※交付金の金額は検討中ですが、概ね現在の公民館長及び生涯学習支援員の人件費、

公民館活動費、市が個別に区へ交付している補助金の一部を集約して各地域へ分

配するような内容を想定しています。 

   ・場合によっては、世帯からの負担金や特定事業の補助金なども財源として見

込まれます。 

 

《支 出》 

・組織運営のための必要な経費をリストアップしましょう。 

・試験的な事業や、はじめの第一歩計画にある事業などの経費も盛り込みまし

ょう。 

  

 

《予算書の例》 

 

○○地区コミュニティ 予算書（例） 

 

    収入の部 

費目 金額（円） 備考 

一括交付金   

世帯負担金   

   

合計   

 

  支出の部 

費目 金額（円） 備考 

会議費   

広報・宣伝費   

活動費   

   

   

合計   
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ステップ４ 地域への説明や PR（広報）をしよう 

 

  『地域コミュニティだより』などの広報紙を発行し、設立準備会での協議内容な

どを随時、地域住民のみなさんにお知らせすることで、地域での情報共有とまちづ

くりの意識高揚に努めましょう。 
 

 ◎広報紙の発行 

・設立準備会の事務局で広報を担当し、全戸配布しましょう。設立準備会単独

での作成以外にも、公民館だよりの紙面を借りてお知らせするのも良いでし

ょう。 

 

 ◎出前講座の活用 

   ・市役所から出前講座を受けて、新しい地域コミュニティの必要性をじっくり

考えるのも良いでしょう。その場に設立準備会の役員に同席してもらうこと

で、地区の取組みを周知することも出来ます。 

 

◇豊岡市は、「豊岡市新しい地域コミュニティのあり方方針」を平成 27 年 2 月に

策定しました。平成 29 年 4 月から地区公民館がコミュニティセンターに変わ

ることや、地区公民館の範囲で新しい地域コミュニティ組織が立ち上がるとい

うことについては、早くから『公民館だより』などでも区民にお伝えしましょ

う。 

 

 
 

資母地区、合橋地区の広報紙 
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ステップ５ 新しい地域コミュニティ組織を立ち上げて運営しよう 

 

新しい地域コミュニティ組織の第 1回会合（設立総会）を開催し、規約や事業計

画、予算の承認、役員の選出を行い、組織の運営をスタートさせます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域コミュニティ組織は地区住民全員が関係する組織です 

・新しい地域コミュニティは一部の人の組織ではなく、全ての地区住民が参画

できるものでなければなりません。設立総会もそのことを十分意識して開催

しましょう。 

 

 ◎設立総会で行うこと 

・規約（案）、事業計画（案）、予算（案）を審議し、承認を得ます。 

・役員の選出を行います。 

・可能であれば、講演会や住民相互の交流を図る事業を合わせて行うと機運を

高める上で効果的です。 

 

 

 

  

《地域コミュニティ組織の概要》 

名  称 ○○地区コミュニティ「△△△△」組織 

構 成 員 地区住民、地区内法人・団体等 

役 職 等 会長・副会長・役員・部会長・部会員（場合によっては全区民）他 

委 員 数 20名～（地域の規模や部会の数によって異なる） 

開始時期 設立準備会立上げ後 1年～2年 

※モデル地区としての取組みは 3 年間ですが、平成 29 年 4 月に地区

公民館からコミュニティセンターに移行するため、遅くとも平成

28年 12月中に設立しましょう。 

 

○○地区コミュニティ「△△△△」 設立総会 
 

１．開会 

 

２．設立準備会会長あいさつ 

 

３．議長選出 

 

４．議事署名人の選出 

 

５．総会の定足数報告 

 

６．議事 

（１）○○地区コミュニティ規約（案）について 

（２）役員選出について 

（３）会長のあいさつ 

（４）平成○年度事業計画（案）について 

（５）平成○年度予算（案）について 

 

７．閉会 



 

10 

２．はじめの第一歩計画の策定 

 

新しい地域コミュニティ組織を形成し、地域活動を計画的・効果的に推進して

いくためには、地域づくりについての基本的な考え方を明確にし、期間を定めた

事業計画を作成しなければなりません。 

しかし、いきなりきちんとした「地域づくり計画」を策定するのは大変です。

モデル地区の 3 年間では、その元となる「はじめの第一歩計画」をつくりましょ

う。 

 

 

 

  ステップ 1 地域の現状把握 ステップ 1 

ステップ 2 地域の将来を考える ステップ 2 

ステップ 3 はじめの第一歩計画の作成 ステップ 3 

まずは地域の状況を知りまし

ょう。現状把握のための３つ

のオススメ手法をご紹介。 

 

地域の現状を踏まえ、地域の

目指す姿を考えます。 

 

地域の将来像とその実現に向

けた取り組みを計画としてま

とめます。 

 

 

 

「新しい地域コミュニティ組織ができると、またたくさんの行事をしなけれ

ばならない」「誰がするのか」そんな声を聞きます。現在の公民館事業だけで

精一杯という地区もあります。新しい地域コミュニティ組織の立上げの際に、

今の行事の必要性や実施主体をもう一度見直してみませんか。 

公民館から独立してサークルでできる行事、公民館主事に任せきりになって

いた行事、当初の目的が達成できたので廃止する行事など、「行事の棚卸し」

をすることで、新たな事業へ踏み出せます。 

行事の棚卸し 
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ステップ１ 地域の現状を把握しよう 

 

地域の現状については、知っているようで案外知らないことが多くあります。ま

た、子どもの視点、女性の視点、高齢者の視点で見え方や捉え方が変わります。 
 

地域の現状を知るための３つの手法 

◎ワークショップ 

   ・地区のいろいろな年代の方が集まり、地域の「魅力」や「課題」を出し合い

ます。それを、大まかなグループに分類します。 

 

 ◎まちむらたんけん 

   ・「まちむらたんけん」は地区内を歩いて、探検して、地域を知る催しです。

歩いたあとは、自分たちのオリジナルマップを作成し、参加者同士で地域の

良さや課題などについて話し合いましょう。 

 

◀まちむらたんけんの手順▶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎アンケート 

   ・地域の小学生や中学生など、対象を限定してアンケートをとる方法もありま

す。 

・地区の中で一番好きな場所・行事、取り組んでみたいことなどの項目で、地

域住民の思いをまとめることが出来ます。 

・数年後に同じアンケートをとって比較することも面白いかもしれません。  

まちむらたんけんのポイント！ 

 参加者は子どもからお年寄りまで、男性も女性も参加していただく

ことが重要です。様々な目線から地域を見つめてみましょう。 

 地区外の人にも参加してもらうと、違った目線で意見が出てきます。 

 ５～８人程度のグループに分かれて地区内を探検します。その後、

グループごとにマップをつくり、順番に発表しましょう。 

 探検する場所は半日程度で歩いて回れる範囲が望ましいでしょう。 

 区長による「わが区自慢対決」をしたり、宝探しをしたりして簡単

なゲームを取り入れると、より楽しんで参加してもらえるかもしれ

ません。 

地図を片手に地区内

を歩いて探検する 

気になったものや面

白いものを見つけた

ら写真に撮る！地図

にメモする！ 

写真やメモをもとに

自分たちでオリジナ

ルのマップを作る 
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ステップ２ 地域の資源や課題を整理し、地域の将来について考えよう 

 

ステップ１で地域の現状が分かったら、これらを分類したり掘り下げたりと議論

を深め、整理して、地区の共通の思いに仕上げます。 

そして、目指す将来像の実現に向けて何をしたいのかを議論します。 
 

地域の資源・課題を整理するための手法 

  ◎ワークショップ 

  ・ステップ１でのワークショップや「まちむらたんけん」、アンケートで集め

た意見を、さらにワークショップで整理していきます。 

 ・その中では、誰が、いつ、どこで、何を、どのように、どうするか、といっ

た地域の将来イメージや目標を共有しましょう。 

 ・進行役として、公民館主事やコミュニティ支援員などの力を借りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者、高齢者、女性…たくさんの方が参加して、いろいろな 

意見を引き出すことが大切です。  



 

13 

 

 

 

ステップ３ はじめの第一歩計画を作成し、地域の将来像を共有しよう 

 

  ステップ２の結果を「はじめの第一歩計画」としてまとめましょう。 

出来上がった「はじめの第一歩計画」は地区全戸に配布し、地域の将来像を共有

することで、みんなで一緒に地域づくりを進める意識を高めましょう。 
 

  

  ◎はじめの第一歩計画の作成 

   ・ステップ２を通じて明確となった地域の目指すべき姿を、容易にイメージで

きるようなキャッチフレーズをつくりましょう。 

・地域の課題を整理したうえで、目指す将来像の実現に向けてやるべきこと、

やりたいことを具体的に記載します。 

・今後作成する「地域づくり計画」を策定するうえでの基礎となります。 

・体裁は A4 裏表程度で OK です。 

 ※はじめの第一歩計画の作成例は次頁をご覧ください。 

 

 

 

 ◆盛り込むことが望ましいと思われる要素 

 

 

 
  

・キャッチフレーズ（目指す姿） 

・基本方針 

・事業内容 

・計画の期間 

・計画実行の役割分担 

など 
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《はじめの第一歩計画の例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キャッチフレーズ 「ありがとう」があふれる○○地区

基本方針 ①みんなで取り組む　一人一役

②本当のふるさとづくり

③目指せ！世界一の元気高齢者ムラ

④暮らしつなげる・心つながる

事業計画 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30以降

空き家の調査 ◆ ◆ ◆ ◆

除雪対応システムの構築 ◇ ◆

鹿肉の活用 ◇

全区民リストの作成 ◇ ◆ ◆ ◆

お助け会員制度 ◇ ◆ ◆

全区合同防災訓練 ◇ ◆

ムラの居酒屋運営 ◇ ◇ ◆ ◆

花いっぱい運動 ◆ ◆ ◆ ◆

あいさつ運動 ◆ ◆ ◆ ◆

◆は事業実施、◇は検討開始

○○地区コミュニティ　はじめの第一歩計画（例）
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西気地区のコミュニティ組織「西気明日のいしずえ会」が作成された『西気がっせえ化

計画』です。まちあるきやワークショップを通じて、当面の地域づくり計画としてまとめ

られました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『西気がっせえ化計画』 コラム 
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３．地域づくり機運の高揚 

 

新しい地域コミュニティの取組みは、地区公民館の範囲での活動になります。 

普段から住民同士が顔を合わせる機会も多く、一定のつながりあると思いますが、

これからは、同じ目的に向かって地域のことを想い、支え合うことが必要です。 

子どもからお年寄りまで、男性も女性もそれぞれが気持ちを高めていきましょう。 

 

 

 

  

ステップ 1 講演会やイベントの開催 ステップ 1 

ステップ 2 人材の発掘 ステップ 2 

地区全体で機運を高めまし

ょう。コミュニティの動きも

伝えましょう。 

地区内には様々な能力を持

った人がいます。多くの人に

関わってもらいましょう。 

 

 

新しい地域コミュニティ組織としての活動を始めるためには、地区の皆さ

んの気持ちを高める必要があります。しかし、「機運を高めよう」と口で言う

のは簡単ですが、現実的にはなかなか進みません。 

やはり「気づき」が必要です。 

・現状を踏まえた 10年先、20年先の地区の姿はどうなっているのか 

・子どもたちが大人になって、ここに住んでいるのだろうか 

・隣のおばあちゃんは一人暮らしだが、災害のときは誰が助けるのか 

・○○地区は元気だけど、なぜだろう… 

 

気づくも気づかないも＝考えるも考えないも、私たち自身のことです。 

機運の高揚のための気づき 
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ステップ１ 地区住民対象の講演会やイベントを開催しよう 

 

  新しい地域コミュニティの範囲を対象とした講演会やイベントを行いましょう。 

その中で、参加者に新しい地域コミュニティの動きをお知らせしましょう。 

  

  ◎地区公民館事業 

   ・地区公民館の事業の中で新しい地域コミュニティへの移行について、参加者

にＰＲしましょう。 

 

◎新しい地域コミュニティ講演会 

   ・「今、なぜ新しい地域コミュニティが必要なのか」といった講演会を地区で

開催することが考えられます。 

・市の取組みとしては、出前講座のメニューがあります。内容についてはお気

軽に窓口までお尋ねください。 

 

  ◎視察 

   ・豊岡市が進める新しい地域コミュニティの形は、鳥取県、島根県、広島県、

三重県などが先進地といわれています。近くでは、朝来市や丹波市でも取り

組みが進んでいます。 

・地区の今後の取り組みの参考になるような事例を見に行きましょう。行き先

についてはお気軽に窓口までお尋ねください。 

 

 ◎新しい地域コミュニティの新規イベント 

   ・あり方方針では 4つの重点機能を掲載しています。設立準備会の話し合いの

中で、これらに関する事業を行う話が挙がれば、イベントとしてやってみま

しょう。 

 

  

  

 

 

新しいことに取り組むときに、既に実績のあるところの話を聞き、実際に

活動を目にするのが「視察」です。イメージがわきやすく、課題解決の方法

を伝授してもらうことができ、組織づくり、計画づくり、機運づくりにとて

も有効です。 

しかし、無目的に視察に行っても成果は期待できません。地域の「こんな

ことがしたい」「このことを学びたい」という思いを確認し、その目的にあっ

た視察先を探すことが大切です。また、視察にいける人数は限られますので、

報告会を開催したり広報紙で紹介したりするなど、情報を共有しましょう。 

視察の効用 
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ステップ２ 一緒に運営する『人材』をみつけよう 

 

一部の役員だけが一生懸命汗を流すのではなく、できるだけたくさんの人に関わ

ってもらいましょう。 

地域にはいろいろな特技やアイデアを持った人がたくさんいるはずです。 
 

人材発掘のための手法 

  ◎ワークショップ 

   ・ワークショップは若者、高齢者、女性など様々な方に参加してもらい、自分

の思いを伝えてもらう場です。みんなが続けて参加しやすい雰囲気をつくれ

ば、これまでにない人材が運営に参画するようになるかもしれません。 

 

  ◎広報紙やホームページ、SNS※の活用 

   ・新しい地域コミュニティの運営状況やイベントの告知を行う手段として広報

紙やホームページ、フェイスブック等があります。地区内でそういったこと

が得意な人に作成をお願いしてみましょう。その人の特技を生かしてもらう

チャンスです。 

・地区の人に、広報紙やホームページの記事の中に登場してもらうことで、活

躍する場として有効利用できます。 

 

※SNS・・・ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。ソーシャル・ネット

ワーキング・サービスとは「ツイッター」や「フェイスブック」とい

った人と人とのつながりを支援するインターネット上のサービスのこ

と。インターネット上に公開した情報をもとに交友を広げることがで

きます。 

 

  ◎助け合いの気持ち 

   ・一人の頑張りより、多くの人の参画が地域コミュニティを持続させる秘訣で

す。事業が長く続くように、負担をみんなで分かち合いましょう。 

   ・地域の生活の中には、他人の助けが必要な人や場面が必ずあります。人のた

めに役立つことは、人間の喜びの一つです。 

 

  
 

 

地区によっては一人で何役も掛け持ちして事業に携わっている人がいま

す。また、区からの選出による人、１年間の限定で役をされている人など様々

です。 

今、地区を動かしている「プレーヤー」はどんな人がいるのか、「人材の棚

卸し」をしてみるのも人材探しに有効です。絵が上手な人、ギターが弾ける

人、労務管理に詳しい人、元保育士さんなど、地区内の人材に関する情報を

集めていくと、今後の活動に役立ちます。 

人材の棚卸し 
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資料編 

（１）モデル地区への支援メニュー 

①コミュニティ支援員の派遣 

   モデル地区の 3年間、市の嘱託職員である「コミュニティ支援員」を地区に派

遣します。その間、モデル地区の活動を支える仕事を担当します。 

 

雇用条件 

週 5日勤務で 1日 7時間勤務が基本です。報酬額は月額 153,800円で、通勤手

当、期末手当があります。有給休暇、夏季休暇があります。 

時間外手当はありませんので、夜の会議や休日の勤務は、勤務時間の振替によ

り休みをとることになります。 

 

選考 

地域に根ざした仕事をすることから、地域で候補者の人選をしていいただきま

す。地域内で公募されることも可能です。市の嘱託のため、基本的に 60 歳未満

です。どうしても該当者がいない場合は、ご相談ください。 

身分は市の嘱託なので、選考（面接試験）は市（コミュニティ政策課、支所）

が行います。地域の方も同席していただきます。 

 

勤務場所 

地区公民館の事務所です。 

 

仕事の内容 

⑴ 集落点検の実施に関すること。 

⑵ 集落のあり方についての話合いに関すること。 

⑶ 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。 

⑷ 地域と連携した公民館活動及び自治活動の調整及び支援に関すること。 

⑸ その他、市長や会長が特に必要と認めること。 

    ◆公民館活動と地域コミュニティ活動は H29 から区切りをなくしますので、

お互いが連携して活動していただきます。 

    ◆身分上の上司は、豊岡地域はコミュニティ政策課長、各支所管内は支所総

務担当参事になります。 

    ◆業務については、モデル地区設立準備会の会長などの指示により勤務して

いただきます。 
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②アドバイザーの派遣 

地域を見直し、再発見する手法として「まちむらたんけん」やアンケート調査

があります。その実施結果から地域の魅力や困りごとを拾い上げ、分類し、計画

づくりに活かすための整理はアドバイザーがお手伝いします。 

さらに、様々な取組みについて「誰が」、「いつまでに」、「何を」すればよいか

といったスケジュールのアドバイスを行うことができます。 

アドバイザーは県や市が依頼をします。 

 

 

③創生事業交付金の交付 

新しい地域コミュニティ組織の立上げ費用として、年間 50 万円を上限に 3 年

間、地域に交付するものです。 

組織で必要なロッカーやパソコンなどの備品購入や新しい地域コミュニティ

についての理解を深めていただくために活用いただきます。 

 

使用してはいけない項目 

  ・飲食に係る費用（会議のお茶はＯＫ） 

・慶弔費 

・その他団体への負担金 

   

繰越について 

繰越はできません。しかし、次年度事業への積み立てということであれば可能

です。交付が終了する最終年度に余剰金があれば、それは返金していただきます。 

 

手続き 

所定の交付申請書を豊岡地域はコミュニティ政策課に、その他は各支所に提出

していただきます（31ページ参照）。 

毎年度終了後に実績報告書（組織の決算書の写し）を提出していただきます。 
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④Q&A 

 

 

 

近年注目されている問題解決の手法です。ワークショップは集まった人々が思

いやアイデアを語り、自由な発想でのびのびと議論を深め合っていく場です。そ

して、参加者同士の対話を通じて新しい発見をしたり、新しい何かを創り出した

りしていくことが期待されます。 

ワークショップは参加者の誰もが意見を出しやすいことが特徴で、そのために

は進行役となるファシリテーターが重要です。したがって、ファシリテーターは

地域づくりアドバイザーが務めることが多く、初めての人でも気軽に参加できま

す。また、地区公民館主事もファシリテーションの研修を積んでいますので、協

力しながら進めましょう。 
 

 

 

 

 

 

これまでの公民館長のように市が統一的な手当と具体的な仕事内容を明示す

ることはありません。 

したがって、会長であっても週 6日フルで活動される場合もあれば、名誉職の

ような場合もあり、どのような働きをされるかで処遇が違います。それぞれの地

区で手当の有無も含めて検討していただきたいと思います。 

ただし、一括交付金の額は限られていますので、人件費に多くの金額を充てれ

ば、当然、運営・活動費が少なくなります。 

 

 
 

 

 

 

他の自治体では地域コミュニティ組織が認可地縁団体や公益法人、一般社団法

人などの法人格を取得されている事例はあります。 

しかし、地域コミュニティ組織の活動に的確に当てはまる法人格がないのが現

状です。 

現在、本市と同じような取組みを進めている自治体と一緒に、地域コミュニテ

ィの活動に適した法人格を新たにつくってもらうよう国へ働きかけているとこ

ろです。 
  

ワークショップってなに？ Q１ 

役員に手当は出るの？ Q２ 

組織は法人格を有することができるの？ Q３ 
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（２）各種資料 

1 設立準備会の規約例                    
 

○○地区コミュニティ（仮称）設立準備会規約（例） 

 

（名称）  

第１条 本会は、○○地区コミュニティ（仮称）設立準備会という。  

 

（目的）  

第２条 本会は、○○地区を豊かで住みやすい地域にするため、○○地区コミュニティ（仮称）を

設立することを目的とする。  

 

（活動）  

第３条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。  

（１） 地域コミュニティ（仮称）の組織構成、規約、事業内容等を検討すること。  

（２） 地域コミュニティ（仮称）設立までのスケジュールを検討すること。  

（３） 地域コミュニティ（仮称）の設立について地域住民に周知すること。  

（４） その他目的達成のために必要な事業  

 

（会員）  

第４条 本会の会員は、別記の各団体から推薦された者、その他会長が必要と認める者とする。  

 

（事務所）  

第５条 本会の事務所は、○○地区公民館に置く。  

 

（役員）  

第６条 本会に次の役員を置く。  

（１）会長 １名  

（２）副会長 若干名  

（３）会計 １名  

（４）監事 ２名  

 

（役員の任務）  

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。  

（１） 会長は、本会を代表し、会務を総括し、会議を招集して議長となる。  

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（３） 会計は、本会の運営に伴う経理事務を担当する。  

（４） 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。  

 

（任期）  

第８条 役員の任期は、○○地区コミュニティ（仮称）が設立されるまでとする。  

 

（会議の招集）  

第９条 会議は、会長が必要と認めるときに開催する。ただし、会員の過半数の請求があった場合、

会長は速やかに会議を招集しなければならない。  

 

（定足数等）  

第１０条 会議は、会員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決

する。  
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２ 会議に出席できない会員は、その権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合に

おいて、受任者の特定がないときは会長に委任したものとみなす。  

 

（経費）  

第１１条 本会の経費は、会費、補助金、寄附金その他収入をもって充てる。  

 

（会計年度）  

第１２条 本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わる。  

 

（会計帳簿の整備）  

第１３条 本会は、会の収入、支出を明らかにするため、会計に関する帳簿を整備する。  

２ 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならな

い。  

 

（監査と報告）  

第１４条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、会員に報告する。  

 

（雑則）  

第１５条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、会長が別に定め

る。  

 

附 則  

この会則は、平成○○年○○月○○日から施行する。 
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 ２ 新しい地域コミュニティ組織の規約例            
 

○○地区コミュニティ「△△△△」規約（例） 

 

第1章 総 則 

 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は、○○地区コミュニティ「△△△△」（以下、「本会」という。）と称し、事務所

を○○○○○○内に置く。 

 

（目的） 

第２条 本会は、○○地区公民館の範囲（以下「地区」という。）における共通の課題解決を図り、

「共に助け合い、みんなでつくる活力ある新しい地域コミュニティ」の構築を目的とし、自主的、

主体的に地域活動を行うものとする。 

 

（事業） 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地区の課題を解決し、活性化を図るための事業。 

(2) 地区の課題解決に向けての協議、学習等に関すること。 

(3) 会員相互の連携に関すること。 

(4) その他本会の目的を達成するために必要なこと。 

 

第２章 組 織 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 地区に居住する住民。 

(2) 地区で活動する団体。 

(3) 地区に住所を置く事業所。 

(4) その他会長が必要と認めるもの。 

 

（組織） 

第５条 本会の運営にあたり次の会議を設置する。 

(1) 総会 

(2) 役員会 

(3) 部会 

２ 本会は、必要に応じて運営会議を設置することができる。 

 

（総会） 

第６条 総会は、代議員により構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、議長はその総会において、出席した代議員の中から選出する。 

３ 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年１回開催し、次の事項を審議し、議決する。

また、臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び代議員の３分の１以上から請求があったとき並

びに監事から開催の請求があったとき開催する。 

(1) 予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること。 

(2) 役員の選任・解任に関すること。 

(3) 規約に関すること。 

(4) その他本会の重要な運営に関すること。 

４ 総会は、代議員の過半数の出席により成立し、出席した代議員の過半数をもって議事を決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 
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５ 総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうちから選任した１名と議長とともに署名

押印する。 

６ 総会は公開とし、会員で傍聴を希望する者は、傍聴することができる。 

 

（役員会） 

第７条 役員会は、監事を除く役員をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が招集し、次

の事項を審議する。 

(1) 総会に付すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（部会） 

第８条 本会に部会を置く。 

２ 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。 

３ 部会員は、会員から選任及び本会が公募した者をもって構成する。 

４ 部会長は、部会員の互選により選任する。 

５ 必要に応じ、部会に副部会長及び会計を置くことができる。副部会長及び会計は、部会構成 

員の互選により選任し、会長が指名する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 会計は、部会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。 

８ 副部会長及び会計の任期は、役員の任期に準じる。 

９ 部会は、部会長が招集する。 

10 部会は、次のとおりとする。 

(1) ○○部会 

(2) ○○部会 

(3) ○○部会 

(4) ○○部会 

(5) ○○部会 

 

（運営会議） 

第９条 運営会議は、必要に応じて招集された役員をもって構成する。 

２ 運営会議は、各部会に係る課題、事業の執行等について、連絡、調整を図る活動を行う。 

 

 

第３章 代議員 

 

（代議員） 

第10条 代議員は、区の代表者、各種団体から推薦のあった者及び公募により選任された者とする。 

２ 代議員の定数は、○○人以内とし、一定数の女性が参画できるよう努めるものとする。 

 

（代議員の任務） 

第11条 代議員は、総会または臨時総会において、第6条第3項に規定する事項について審議し、決

定する。 

２ 代議員は、本会の運営及び活動に関して、適宜意見を述べることができる。 

 

 

（代議員の任期） 

第12条 代議員の任期は、○年とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 代議員は、再任されることができる。 
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第４章 役 員 

 

（役員） 

第13条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長 ○名 

(3) 会計 １名 

(4) 監事 ２名 

(5) 部会長 各部会１名 

２ 会長、副会長及び会計は、部会長を兼務できる。 

３ 必要に応じて役員会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。 

 

（役員の選出） 

第14条 役員は、総会において選出する。 

 

（役員の任務） 

第15条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、（副会長が複数

名置かれている場合は、会長があらかじめ指名した順序によって）その職務を代行する。 

(3) 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 

(4) 監事は、本会の会計監査を行い、これを総会に報告する。 

  (5) 部会長は、担当部会の運営にあたる。 

 

（役員の任期） 

第16条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第５章 財 務 

 

（経費） 

第17条 本会の運営に関する経費は、交付金、補助金、負担金、寄付金及びその他の収入をもって

充てる。 

 

（会計年度） 

第18条 本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わる。 

 

第６章 その他 

 

 

（委任） 

第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。 

 

 

附則 

１ この規約は、平成○年○月○日から施行する。 

２ 本会の設立された日の属する年度の会計年度は、第18条の規定にかかわらず、設立日から○

年○月○日までとする。  
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３ 他市町における組織構成例                
 

①西郷地域元気な街づくり協議会（山形県村山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          4ページ【事例①】のパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西郷地域元気な街づくり協議会 

地域推進部会
（地区長会） 

監事 幹事会 

会長、副会長 
各部会長、副部会
長 

4名 

消防防災部会 
福祉部会 

（社会福祉協議
会西郷支会） 

サポーター集団（ボランティア・市職員） 

環境衛生部会 

文化スポーツ 
部会 

（公民館活動推
進協議会） 

交通防犯部会 
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②大倉地域元気な街づくり協議会（山形県村山市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ページ【事例①】のパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大倉地域元気な街づくり協議会 

理事会 

監査 事務局 

会長、副会長 2名 

長寿安心部会 
（地域福祉関連
事業部会） 

美しい郷景観 
部会 

（環境事業関連
部会） 

ふるさと部会 
（生涯学習事業
関連部会） 

防災安全部会 

2名 

区長（会長、副会
長、各部会長） 

サポーター 地域団体 
地域文化芸術スポーツ

団体 

有識者 
地元出身者 
地域担当職員 ほか 

各地区青年会、婦人会、 
老人会、自主福祉団体、
育成会 ほか 

スポーツ少年団、居合倶
楽部、俳句会、その他各
種サークル 
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③東西条地区住民自治協議会（広島県東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ページ【事例②】のパターン 

 

 

 

 

 

 

  

総会 
（最高議決機関） 

役員会 
（常設の議決機関） 

監査 
運営会議 

（連絡・調整機関） 

福祉部会 
健康・ 

生涯学習部会 
地域活性化部会 防犯・防災部会 総務部会 

・区長 ・ＰＴＡ 

・自主防災組織 

・民生委員児童委員 

・老人会 

・区長会 

・女性会 

・ＪＡ女性部 

（・消防団） 

・地区社協 

・民生委員児童委員 

・女性会 

・ＪＡ女性部 

・老人会 

・ＰＴＡ 

・自治会（計 13人） 

・体育振興会 

・女性会 

・ＪＡ女性部 

・吉土実振興会 

 

・まちづくり協議会 

・青少年健全育成推

進委員会 

・盆踊り保存会 

・女性会 

・ＪＡ女性部 

・公衆衛生推進協議

会 

東西条地区の皆さん（住民、各区、各種団体、組織及び法人） 

（参画） （参画） （参画） （参画） 
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④共和の郷 おだ（広島県東広島市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤海潮地区振興会（島根県雲南市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会 

役員会 地域センター 三役会 

会長、副会長 
総務企画部長 
該当部長 

センター長 
事務職員 

会長、副会長 
事務局長 
会計、各部長 
代表委員 
各団体の代表者 
（必要に応じて） 

総
務
企
画
部 

農
村
振
興
部 

文
化
教
育
部 

環
境
保
全
部 

福
祉
ふ
れ
あ
い
部 

体
育
健
康
部 

女
性
部 

白
竜
部 

参与 

会長 

事務局 

副会長 理事・監査 事業部長 

総務部 

地域づくり部 

教育文化部 

福祉部 

体育部 

女性部 
桂荘運営委員会 



 

31 

４ 市への提出書類                     

①豊岡市地域コミュニティ活性化交付金（創生事業交付金）申請書 
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②豊岡市地域コミュニティ活性化交付金（創生事業交付金）高額物品購入協議書 
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③豊岡市地域コミュニティ活性化交付金（創生事業交付金）申請者変更届 
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④豊岡市地域コミュニティ活性化交付金（創生事業交付金）請求書 
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豊岡市地区公民館及び小学校区対象地域一覧 
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豊岡市 地区公民館、小学校配置図 
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■出石地域  出石支所総務係    52-3111 

■但東地域  但東支所総務係    54-1000 

豊岡市新しい地域コミュニティ導入ガイドブック 
～平成 27年度スタートモデル地区用～ 

 


